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選 挙 管 理 委 員 会 告 示

○衆議院鹿児島県第２区選出議員補欠選挙事由の発生 （選挙管理委員会取扱い）１

鹿児島県選挙管理委員会告示第４号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第１項の規定による衆議院鹿児島県第２区選出

議員補欠選挙を行うべき事由が生じた。

平成26年３月７日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 鎌田六郎
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